
不確実性下の環境資産の価値と
　　　　　　　　　評価手法＊

赤尾　健一

1．はじめに

　ここでは環境資産を，もともと自然生態系によって形成されたもので，

同時に自然生態系の一部を構成している資本と定義する。また，環境資

産が存在することによって社会に供給される公共財・サービスを，環境

サービスと呼ぶことにする。例えば，森林は環境資産の一例であり，そ

れは潤いある景観洪水防止，土砂崩壊防止といった環境サービスを社

会に提供している。

　環境資産，あるいはそれが供給する環境サービスは，通常それらを取

引する市場が存在せず，したがって価格付けられていない。このため，

環境資産の変化が社会にいかなる便益や損失をもたらすかを，直接知る

ことはできない。しかし，環境資産の変化をともなうプロジェクトが計

画されているとき，その妥当性を判断するために，伝統的な社会的費用

便益分析を用いるには，環境資産，あるいはその環境サービスの暗黙の

価格（以下ではそれを価値と呼ぶ）が必要である。

　このため環境経済学は，環境資産の価値を計測するためのさまざまな

評価手法を開発してきた。しかし，それらの手法の多くが，決定論的静

学的モデルに立脚していることに注意しなければならない。現実の社会
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が，不確実性な将来に対する見通しの下で運営されていること，そして，

資本というその定義によって，環境資産の開発の影響は無限の将来に及

ぶことを考えると，重要な問題として，不確実性と時間を捨象して得ら

れる評価手法が，果たして実際に有効なものかどうかが，提起される。

　この問題を考察するには，まず，不確実性下で利用可能な貨幣測度が

明らかにされねばならない。これまで環境経済学では，さまざまな貨幣

測度が提案され，考察されてきた。特に，オプション価格と期待消費者

余剰との関係について，両者の差であるオプション価値の符号をめぐっ

て，多くの議論がたたかわされてきた。今日では，不確実性下での貨幣

測度の選択に関して，ある明確な方針が確立している。それは，貨幣測

度に，家計の期待効用変化に対する符号保存性を要求することである。

考察されている状況で，問題の貨幣測度が符号保存性を持たなければ，

その貨幣測度を社会的費用便益分析に利用することはできない。この選

択基準に関する基本的な結果はすでに知られているものの，それは多く

の場合，未来を対象とする一期間（静学）モデルの枠組みで導かれたも

のである。しかし，より現実的な設定は，任意の有限計画期間モデル，

あるいは無限計画期間モデルであろう。

　本論文の課題は，これら2つの問題，すなわち環境資産や環境サービ

スの不確実性下での貨幣測度と価値評価手法を，より現実的な設定で考

察することにある。以上の問題を明らかにすることは，環境資産の存在

する社会において，それをいかに扱うべきかを考察するための基礎的な

知識を提供するであろう。

　本論文は以下のように構成されている。続く第2節では，不確実即下

での家計の消費選択モデルを示す。第3節では，そのモデルを用いて，

期待効用変化に対する符号保存性の観点から，不確実性下の貨幣測度を

考察する。第4節は，以上の考察を基に，これまでに提示されている評
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不確実性下の環境資産の価値と評価手法

価手法を検討する。

2．不確実性下の消費選択モデル

　ある家計の消費選択モデルを考える。現時点を0時点とし，’＝0，

1，．．．で時点を表す（ただし，以下では現時点の添字0は省略する）。

時点’一1と時点’をそれぞれ期首，期末とする期間を’期と呼ぶ。

　ここで想定する不確実性は，次のようなものである。すなわち家計に

とって，現時点（1期）における不確実性は解消されているが，来期以

降は不確実である。しかし，時点1（2期の期首）に至れば，2期での

不確実性は解消されている。ただし，時点2以降の諸変数は未だ確率的

である。以下，時点を進む毎にその時点での不確実性は解消される。こ

の不確実性は，家計の行動によって影響されることなく，また，費用ゼ

ロで解消される。このような設定は，経済動学モデルで標準的に用いら

れているものである（例えば，Epstein　1975）。

　不確実性は，所得，諸私的財の価格，そして環境サービスの供給量に

関するものとする。現時点での初期資産y（スカラー），私的財の価格

ρ（η次ベクトル），そして環境サービスの供給量g（勉次ベクトル）

は，確定的に知られているが，時点1（2期期首）以降のこれらの値は，

確率変数s‘＋呪，君，Q直，’＝1，2，．．．で表される。ここで∫ごは前期から

繰り越された確定的な資産額を示し，夙は期間所得を示す。1期での

繰越金と期間所得は，それぞれs，ωで表され，s＋ω＝yである。なお，

所得及び価格は，安全資産の利子率で割り引かれた現在価値で評価され

ている。また以下を通じて，大文字で示された変数は確率変数を表し，

小文字で示された変数は確定的な変数を表す。

　’時点で状態’が生じたときに実現する値を，s‘＋ω～，ρ〆，　g～で表し，
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この状態ゴが生じる確率をπ～（＞0）で表す。確率過程に関する仮定と

して，各’で状態は有限個であり，各’，各’でω」≧0，拶＞0，かつ

全て有界で，状態の成立は各時点間で独立であるとする。さらに期間所

得に関して，特に状態に関わらず’→。。でωノ→0を仮定する。

　2（スカラー）は考察される環境資産の初期賦存量を表す。1期に供

給される環境サービスσとの関係は，微分可能な関数αゴ＝αゴ（g），ノ＝1，

2，．，．，〃zによって表されるとする。初期ストックzの変化は，将来の

環境サービスの供給量にも影響を与える。その影響は，平均値にのみ影

響し，分散以上の高次のモーメントは変化しないもの（平行シフト）と

仮定する。このとき将来の環境サービスの供給量は，Q，＝g＋ε（Q）と

表すことができる。ここでε（Qご）は確率変数であり，半期で独立であ

る。ただし，E［ε（Q捌＝0とは限らない（E［・〕は本論文を通じて

期待値をとることを表す）。その他の確率変数についても，この平行シ

フト関係が成立することを仮定する。すなわち．P，＝ρ＋ε（P‘），兇＝

z〃＋ε（凧）と表され，ε（R），ε（既）はそれぞれ期間に独立な確率変

数である。なお，以下では平均保存的拡散のような2次以上のモーメン

トの変化は考察しない。

　以上のような不確実性下での消費選択モデルとして，はじめに有限計

画期間問題を考える。

　期待効用仮説にしたがうvon　Neumann－Morgenstern型家計を考え，

その期間効用関数を％仇σ）：R＋η×R濯→Rで表す。πは有界な単調増

加関数で定義域の内部で微分可能とする（不確実性下でのvon

Neumann－Morgensternの選択公理を満たす連続かつ有界な効用関数の

存在については，Grandmont　1972を参照のこと）。ここでんは私的財

の消費量を示すベクトルである。特にその第1財は，本質的な財である

と仮定し，その消費量筋が0のとき，そしてそのときに限って彿＝0，
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そして任意の仇g）に対して％≧0と，効用関数を基準化する。さら

にκ、→0で∂％／∂筋→。。を仮定する。また，少なくとも一つの私的財の

消費量に対して，％は厳密に単調増加するものとし，すべての環境サー

ビスの供給量に対しては，厳密に単調増加するものとする。

　ある（有限あるいは無限の）計画期間における，この家計の期間効用

の列｛婦に対して，ある実数を割り付ける関数σを考え，それを全

期間効用関数と呼ぶことにする。また，σの値を全期間効用と呼ぶ。

全期間効用関数として，ここでは経済動学モデルで最も標準的に用いら

れている形式，すなわち期間を通じて一定の割引因子ρでウェイト付

けられた加法的関数形，σ＝Σρ％を採用する。このような加法的な集

計方法は，予期での選好の独立性が満たされるときには妥当なものであ

る（Koopmans　1972を参照）。なお，割引因子はρ∈（0，1）を満たすこ

とを仮定する。

　有限計画期間問題では，家計の最適消費計画を逆向きの帰納法によっ

て得ることができる。計画期間を丁期間とする。T－1時点での資産

額を∫7L1とすると，家計は次の問題を解くことにより，7期の期間効

用を最大化する。

　　maxπ（κT＿b　　（1T－1），

　　λ＝T－1

　　subject　to　　sT＿1＋zθT＿1一ρT＿1κT＿1≧0．

この問題から得られる効用水準は，間接効用関数をがηT－1として，

　　がT）7L、（ST－1＋ω匹1，ρT一、，σTLI）

と表すことができる。ここでびの右肩の（T）は問題が丁期間問題であ

ることを示す。

　次に逆向きに時間を進んで，T－1期の家計の意思決定を考える。

T－1期において，丁期のパラメータは不確実である。7期の効用水

準が状態に依存して確率的であることを表すために，間接効用関数を
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　　γ（ηT．1（Sτ．1＋ω匹1ご，ρT」1‘，9τLlり

と表現し直すことにする。

　さて，確定的な7－2時点での資産額をST．2とすると，この状況で，

家計はT－1期の消費κ踊と丁期のために残す資産額ST．、を決めねば

ならない。家計の問題は次のように表される。

　　max　π（κT＿2，9T＿2）＋ρE［γ（7）匹1（SLI＋”，．1ガ，ρ匹1ガ，9L1今］，
　　πr－2，ε7㌔1

　　subject　to　　sT－2＋ωT＿2一ρL2κT＿2－sT＿、≧0，

　　　　　　　ST－1十minf［ωT一司≧0．

ここで，2番目の制約条件は計画期間を超えて借金を持ち越すことはで

きないことを示している。ただし，εn＋minf［”T＿1軍］＝0の場合，仮

定により，7’期の所得に対する限界期待効用は無限大となるから，解

が存在しないかトリビアルとなるケース（ST．2＋～〃T．2＋minf［z〃T．1f］≦

0）を除いて，最適消費計画では，必ずST．1＋minε［ZOT＿1ε］＞0が成立

する。したがって，この借金に関する制約条件は陽に表す必要はない。

以下でも，この理由によりこの制約条件の表示を省略する。

　上の問題の目的関数の第2項において，期待値記号の中の効用水準は

確率的だが，期待値計算された期待効用自身は確定的である。この確定

的な期待効用水準を，

　　ω（「），．、（s。．1，ω，ρ，φ＝E［γ（ηLl（s，L1＋ωLl‘，ρL、ご，σ。．、り］

で表現すれば，問題は

　　max　κ（κT＿2，　（1T＿2）＋ρω（T）。．、（∫L、，ω，ρ，9）］
　　κ7－29εT－1

　　subject　to　　sT＿2十ωT＿2一ρTL2κTL2－sT＿1≧0

と表すことができる。なお，ωには確率変数の2次以上のモーメント

に関連する変数が省略されている。これは上で述べたように，ここでは

2次以上のモーメントの変化に関する考察は行わないためである。

　この問題から得られる期待効用水準は，2期間評価関数をがηT－2と
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すれば，

　　がτ）・．，（SL，＋臨、，ρL、，σL、，ω，ゑφ

と表すことができる。

　次にT－2期の意思決定は，s匹3をT－3時点での資産額とすると，

問題

　　max　勿（κT＿3，　（1T＿3）
　　∬τ一3，5τ一2

　　　　　　　　＋ρE［γ（τ），．、（S。．、＋翫．2ゴ，ρ。．、も9。一2ご，ω，ρ，9）］，

　　subject　to　　sT＿3＋zθ7＿3一ρT＿3κ匹3－sT＿2≧0

によって表される。得られる期待効用水準は，3期間評価関数がT〕7L3

によって，

　　がη匹，（S，．、＋既、，ρ匹，，σL，，ω，ρ，φ

と表現される。

　以下，逆向きに時間を現在時点まで遡れば，有限丁期間問題の最大

期待効用が，丁期間評価関数を用いて

　　がT）（ツ，z〃，ρ，φ

　　＝max［π（％の＋ρE［y（T｝、（S1＋ω∴ρ、ゴ，9∴ω，ρ，α）］］，

　　　κ，8乳

　　　subject　to　　∠y－1～寛一sl≧0．

あるいは，

　　がT）（y，ω，あφ

　　＝max［π（κ，の＋ρω（η1（31，ω，ρ，φ］］

　　　x，ε1

　　　subject　to　　アーρ％一sl≧0

と表される。

　以上で有限計画期間問題の評価関数が得られた。ηのτ．1，がη匹2，．．．，

がT）1に順次Bergeの最大値定理を適用することにより，評価関数〆）

はy，ω，ρ，gに関して連続であることがわかる。また，効用関数に

関する仮定と最大化問題の特質により，がηはy，z〃，σに関して厳密
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な増加関数であり，ρに関しては減少関数である。

　次に無限計画期間問題を考える。

　期間効用の最小値をゼロに基準化したことと，期間所得が非負である

という仮定により，が「）は計画期間丁に対して増加関数である。ここ

でT→。。を考えると，期間効用関数が上に有界でρ＜1だから，　｛〃

の，7「≧1｝は上に有界な単調増加列であり，各（y，ω，ρ，φにおいて，

T→○。でがη（ッ，ω，ρ，σ）→o（ッ，z〃，ρ，　g）に野点収束する。

　ここでは，このようにして得られた有限計画期間評価関数の極限関数

θを，無限計画期間問題の評価関数とみなす。極限操作は不等号を保持

することから，oはッ，卿，σに関して増加関数であり，ヵに関しては

減少関数である。さらにびの確率的ベルマン方程式による表現

　　殉，ω，ゑφ＝max［z4（κ，（1）十ρE［τ4（s1十ω1ゴ，ρlf，｛71ご，　zσ，ρ，（1）］］

　　　　　　　　　κgSl

　　　　　　　　　subject　to　　y一ρκ一∫、≧0

を考えれば，期間効用関数の仮定（効用を厳密に単調増加させる私的財

の存在）により，θがy，ω，σに関して厳密な増加関数であることも

わかる。もし，がηがηに一様収束するならば，θが連続関数であるこ

とが保証される。ここではこの仮定が成立するものとする。このとき，

有限計画期間で得られた評価関数の性質は，そのまま無限計画期間問題

の評価関数の性質となる。このため，以下では考察を無限計画期間問題

で代表させて行うことにする。なお以下の考察では，しばしば。の微

分可能性が想定される。例えば，ηは2回連続微分可能というような想

定である。この想定は，任意のTでηのが2回連続微分可能で，その

2次導関数が。の2次導関数に一様収束し，かつ1階の微分係数が初

点収束することを仮定すれば，成立する。ただし，このような仮定が成

立するための条件については，言及しない。
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3．不確実性下の貨幣測度

　今日，不確実性下の貨幣測度として知られているものに，オプション

価格，フェア・ベットの期待値，期待消費者余剰，そして状態安定化補

償変分の期待値がある。ここでは，上で得られた評価関数θを用いて，

これらの貨幣測度について，それが期待効用変化に対する符号保存的測

度という意味で適切か否かを考察する。

　あるプロジェクトによる環境資産がgoから2’に変化するものとする。

対応して環境サービスは（σo，｛Q％，’≧1｝）から（σ1，｛Q1，，’≧1｝）

に変化する。変化前の期待効用水準はが＝η（夕，ω，ρ，（70），変化後のそ

れは〃1；〃（ニソ，ω，1），91）である。本論文を通じて，その変化は，環境資

産の減少を意味し，環境サービスの供給量にマイナス方向の平行シフト

をもたらすものとする。つまり，θo＞〃’を想定する。以下で，この期待

効用変化に対する貨幣測度の符号を論じるが，その考察はすべて補償変

分の観点から行う。規準となる期待効用水準を変化後のそれとすること

により，等価変分の観点からの考察は，全く同様に行うことができる。

①　オプション価格

　はじめにオプション価格OPを導出する。

　オプション価格は，変化後の期待効用水準を変化前の期待効用水準に

とどめるために支払ったり補償したりする確定的な貨幣額として定義さ

れる。このため状態独立支払額（Johansson　1987，第11章）と呼ばれる

ことがある。OPを評価関数で表せば，それは

　　　o（夕，ω，ρ，（70）＝z，（ツーOP，ω，1），（71）

なる恒等式を満たしている。容易に確認できるように，評価関数が初期
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保有額yに関して厳密に単調増加関数である限り，オプション価格は

期待効用変化の符号保存的測度である。そしてこの条件は，期間効用関

数を厳密に単調増加させる私的財が少なくとも一つ存在するという仮定

により，成立している。

②　Graham価格

　次に第2の重要な貨幣測度を導出するために，Graham（1981）の第

2期フェア・ベットFBご1を定義する。その準備として，評価関数をベ

ルマン方程式の形に書き直す。

　　〃（第ω，ρ，φ

　　＝max［π（κ，9）十ρE［玩（S1十ω1ご，ρ1ご，91ご，ω，ρ，φ］］

　　　κ，ε1

　　　subject　to　　ツーρκ一s1≧0

　次にγ、ごを時点2で生じる状態ゴに対する条件付き支払意志額とする。

このとき，FBIごは次の問題の解である。

　　max　Σπ1εγ【ご，

　　γ1ゴ　　　∫

　　subject　to　　z，（y，ω，1），（10）

　　　　　　　≦max［％（κ，gl）

　　　　　　　　　十ρE［τ4（二y一ρ％十zσぎ一γ語，ρ1ご，（ブ1も　z｛ろρ，（11）］］．

ただし，π1ごは2期に状態’が生じる確率である。

　この問題から得られる最大期待支払意志額を，ここではGPI（≡Σ∫π1ご

FBIりで表し，第2期Graham価格と呼ぶことにする。プロジェクト

がこの個人にとって望ましくない場合でも，プロジェクトの実行に際し

てFBピなる条件付き債券が提供されれば，個人はプロジェクトを受容す

る。そして，プロジェクトの実行者が危険中立者ならば，集計された

GP1がプロジェクトの便益を下回る限り，このような債券を発行するこ

とができる。反対にプロジェクトが望ましい場合も，これと全く同様に
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考えることができる。このため，Graham（1981）は，不確実性下での

費用便益分析に用いられる貨幣測度の一つとしてGraham価格を提案

した。

　GP、とOPの関係は，容易に示すことができる。先に定義したOPが，

フェア・ベットの問題の制約条件を満たしていることに注意しよう。す

なわち，

　　”（y，四ρ，go）

　　＝max［〃（κ，91）十ρE［嗜（y－1）κ十ωエーOP，ρ1ご，σ11ご，ω，あσ1）］］

　　　　κ

あるいは，OPがこの問題に，γ11＝γi∫，’＝2，3，．．．なる制約条件を付す

ことで求められることに気付けば，最大化問題の特質によって，GPI≧

OPであることは明らかである。

　以上の考察は，2期を対象としたものだが，それは任意の’＋1期フ

ェア・ベットを求める問題（あるいは’＋1期以前の全ての時点でフェ

ア・ベットを求める問題）に拡張できる。時点1で状態’が生じる確率

をπ1ご，時点2での状態ブの確率をπ評とする。このとき，時点2での

条件付き支払意志額をγ汐で表せば，第3期フェア・ベットFB評は次

の問題の解である。

　　聡Σ・Σ・π1‘磁ご’

　　subject　to　　z，（二y，　z〃，1），（70）

　　　　　　≦max［％（κ，91）十ρΣπ1ゴ｛max［κ（ガ，　gl、り
　　　　　　　　κ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　κJl

　　　　　　　　　　　十ρE［％（y一ρ％十㎎ゴー1）1ごκ1ご十鴎」一γノゴ，　ρ2ゴ，

　　　　　　　　　　　912ゴ，ω，ρ，9’）］｝］

上述のFB、ごが，この問題の制約条件を満たしていること，あるいは追

加的な制約条件γ2fゴ＝γ1ご，　all　4ブを加えることで得られることに気づけ

ば，

　　GP2…ΣごΣンπ、ごπ2’FB2ガ≧GP1≧OP
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が成立することがわかる。以上の議論を，任意の期間に適用することに

よって，

　　OP≦GP1≦GP2≦．．．≦GP‘＿1≦GP‘≦．．．

を得る。

　この不等号関係，あるいは非負のGPrGPf－1は，二通りの解釈がで

きる。第1の解釈は，それが環境サービスの変化に対する支払いを，’

期から’＋1期に延期していることに注目する。つまり，GR－GP、．1

は，支払い行使のオプションを’期ではなく升1期まで保持している

ことに対して発生する価値と解釈できる。第2の解釈は，GP‘が’＋1

期の不確実性が解消されたのちに支払われることに注目する。不確実性

の解消を情報の到来と見なせば，それは’時点で到来する情報の価値と

見なすことができる。

　さて，以上のGraham価格GPは，一見，不確実性下で費用便益分

析を行う際の適切な貨幣測度であるように思える（このような見解は，

Cory　and　Saliba　1987に見られる）。そして，保険市場が整備された社

会においては，このことは正しい（Meier　and　Randa111991および以下

の議論を参照のこと）。しかし，そうではない現実の社会においてGP

を用いるには注意が必要である。なぜなら，その利用は，同時にそれま

で存在しなかった条件付き請求権市場の開設をも，意味するからである。

容易に想像されるように，環境サービスの変化が生じなくとも，単にそ

のような市場が開設されるだけで，家計の期待効用は増加する可能性が

ある。したがって，プロジェクトの計画者は，条件付き請求権市場の開

設と引き替えに，望ましくない変化を家計に受け入れさせる可能性が生

じる。

　このような状況の一例として，2期の状態が2種類の場合を図一1に

示した。図一1には，環境資産が20から21に減少するときの第2期
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Graham価格が，　GP、で示されている。対応するオプション価格OPが

負である一方でGPIは正であり，　Graham価格が，必ずしも期待効用

変化の符号保存的測度でないことがわかる。次に図一1のGP。は環境

資産が変化せず，単に条件付き請求権市場を開設するだけで得られる

Graham価格を示している。もし，条件付き請求権市場を開設すること

による期待効用変化の影響を除去しようとするならば，GP1ではなく

GPrGP。を用いるべきであろう。ここではこのGP1－GP。を修正Gra－

ham価格と呼ぶことにする。　Graham価格が必ずしも符号保存的測度

とは限らない一方で，修正Graham価格は期待効用変化の符号保存的

測度である。ここではこのことを，第2期修正Graham価格を例とし

て確認しておこう。なお，任意の’期に関する考察は，全く同一の形式

で行うことができる。

　はじめに環境資産の水準gO，　glに対応する期待効用水準をθ0，〃1と

するとき，ある価格と所得の水準と確率過程（（第ρ，ω，｛君，既，’≧

1｝））に関して，が〉〃1ならば，それらの任意の水準と確率過程に関し

てが〉θ1であることを確認する。任意に選んだ価格と所得の確率過程

γ（2＞

@　　　　　　45。
@　　　　　，ノ’”

р秩i一一．↓．．．　　　　　辱

WTP　lo㎝sは変化

Oの期待効用水準
�ﾛつ条件付き

vTPの組を示す

@　　　　　　　　　　　　　　OP

－，一噛一

@－一’「・・㌦一

@　　、 』－

E一一 Q．γ（1）

　　　　　　　　　　　　　　　1　，／
@　　　　　　　　　　　　　　1／0
@　　　　　　　　　　　　　，ノ〆’
@　　　　　　　　　　　　，ノ〆
vロジェクトが行われ保険市場が開設→
ｳれることに対する支払意志額の軌跡

GP［θP。　一－、’髄一一一・一一

@　←保険市場の開設（だけ）
@　　に対するWTP　Iocus

図一1　第1期の状態が二つで環境財の変化が家計にとって望ましくないケース
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とσ1から始まる環境サービスの確率過程の下での（状態依存）最適消

費計画をκ1，Xll，　X2、．．。．とすると，この計画は環境サービスがσoか

ら始まる場合でも実行可能である。この消費計画から得られる期待効用

は，期間効用関数のgに対する厳密な単調増加性により，θ1より大と

なる。すなわち〃。＞がである。

　次に，zoでの（開発が行われない場合の）第2期フェア・ベットを

FBo∫，21でのそれをFB1、吃する。このとき，修正Graham価格CGP

は

　　CGP＝Σ〃1ゴ（FBllLFBDユり

表される。ここで，FBIIf，　FBOlfは，

　　θo＝max［％（κ，σ1）

　　　　　　　　十ρE［K（y一ρκ十躍ぜ一E811～」ウ∴411ご，”，」ウ，（71）］］

　　　＝max［％（％σo）

　　　　κ
　　　　　　　　十ρE［yl（y一ρκ十Z〃1ゴーE801」，ρ1ご，（101f，ω，ρ，90）］］

を満たしている。

　もし，CGPが符号保存的測度でなければ，Σごπ∬（FBIlLFBO1り≧0

が成立するはずである。そこでΣごπ、ぽ（FB’、LFBO1り≧0を仮定する。

評価関数01は，初期資産に関して単調増加し，フェア・ベットが最大

化問題の解であることにより，このとき

　　r＿　　0　　ρ　；η

　　　＝max［π（酋の

　　　　　　　　十ρE［1／1（y一ρκ十z〃評一EBllf，1りlf，｛71∫，ω，ρ，（11）］コ

　　　≧max［％（κ，go）

　　　　　　　　十ρE［罵（ツーρκ十z〃1ゴーE811∫，ρ1ご，（101ε，ω，1り，（10）］］

　　…η0’

が成立する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　不確実性下の環境資産の価値と評価手法

　バとθσは，所得と価格の確率過程が共通で，ただ環境サービスの確

率過程だけが異なっている。したがって，ρ0＞η1ならば，〆〉バが成

立しなければならない。このことは得られた不等式と矛盾する。したが

って，ッ。＞がならば，Σごπ、qFB1、LFBolうく0でなければならない。

つまり，修正Graham価格は符号保存的測度である。

　修正Graham価格に関して次の3点をコメントしておく。第1に，

考察されている社会が，完全な保険市場を持っているならば，家計は保

険を利用して，自ら期待効用を最大にするように条件付き所得を調整す

る。この場合，常にGP。＝0であり，　Graham価格と修正Graham価

格は一致する。つまり，Graham価格は期待効用変化の符号保存的測度

であり，修正の必要はない。第2に，潜在的パレート改善の観点からは，

現実の社会の費用便益分析にGraham価格を用いることは，誤りとは

いえない。しかし，実際には環境サービスに関する条件付き請求権市場

が開かれないならば，そのような潜在的パレート改善に基づく補償テス

トが意味のあるものであるかどうかは疑問が残る。最後に，オプション

価格とGraham価格の問には明快な不等号関係が得られたが，オプシ

ョン価格と修正Graham価格との間には，そのような関係を見いだす

ことはできない。図一1の2つの支払意志額の軌跡の形状や状態生起確

率を変化させることで，このことは確認できる。したがって，保険市場

の整備されていない社会では，どちらの貨幣測度を用いるべきかという

問題は，一層複雑になる。関連して，Johansson（1987，第11章）は，

期待効用変化を表現するための貨幣測度は無数に存在することを指摘し

た上で，測度の選択は「測度を計算するための十分な情報を得る可能

性」といった観点によりなされるだろうと論じている。

15



③　期待消費者余剰

　次に，第3の貨幣測度として期待消費者余剰を論じる。

　第2期期待消費者余剰を導出するために，はじめに第2期条件付き補

償変分CVごを定義する。なお，以下の議論は，任意の’期について全く

同様の形式で行うことができるので，議論は2期に関するもので代表す

る。さて，環境資産がzoからg1に変化するとき，問題

　　max［％（κ，go）＋ρE慨（夕一三＋ω1‘，　Aご，　go1もω，ρ，σo）｝］

の解をκo，対応する期待効用水準をがとし，問題

　　max［π（％9’）＋ρE｛罵（夕一餌＋ω、‘，ρ1らσ1、～鋤ρ，σ’）｝］

の解をκ1，対応する期待効用水準をθ1とする。

　このとき条件付き補償変分CVfは，

　　　π（κ’，9’）＋ρ〃、（y一ρκ’一トω1LCγもρ、‘，91、～ω，ρ，α’）］

　　＝〃（κ0，（10）十ρθ2（y一ρκ0十ZO1ぽ，ρ1　f，（101ゴ，ω，ρ，｛70）］

で与えられる。そして，第2期期待消費者余剰ESは，　ESミE［CVガ］

で定義される。

　ここで得られた期待消費者余剰の符号と，期待効用の変化の方向との

関係は，Johansson（1988）で用いられた方法により，次のように示す

ことができる。θ2が所得に関して微分可能であるとき，平均値の定理に

より，

　　　〃（κ1，91）十ρθ2（y一餌1十卿1ゴーCVゴ，ρ1∫，σ11‘，ω，ρ，σ1）］

　　＝銘（κ1，（11）十ρθ2（y一ρ％1十ω1ピ，1）1ガ，（～llf，ω，ρ，（71）］

　　　　　　　十ρ（∂θ2（ξり／∂y）（一cyり

と変形することができる。ここで∂θ2／∂yは所得の限界期待効用を示し，

ξ∫は，y一餌1＋z〃ILCWとy一餌1＋z〃1ごを端点とする開区間に属するあ

る値である。この式の期待値をとることにより，

　　が一ρE［（∂θ2（ξり／∂夕）（CVご）］＝〃0
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が得られる。確率変数の積の期待値に関する公式を用いて変形すれば，

　　が一が＝ρE［（∂v2（ξご）／∂y）（CVり］

　　　　　＝ρ｛E［（∂v2（ξり／∂y）×E［CVご］十COV［∂v2（ξり／∂y，

　　　　　CVゴ］｝

である。この式から，期待消費者余剰が期待効用の変化に対する符号保

存的測度であるためには，共分散項の影響が無視できるほど小さくなけ

ればならないことがわかる。例えば，上式の左辺が負であるとき，共分

散項もまた負で十分に大きな値をとるならば，期待消費者余剰（ES≡

E［CW］）は正の値をとることになる。しかし，この共分散項がいか

なる符号をとり，その大きさがどれほどであるかは，不明である。

Chavas　6’認（1986）は，変数（例えば環境資産）の限界的な変化につ

いてその符号を考察しているが，〃1に凹性の仮定を置いたとしても，そ

れは正負いずれの符号をもとり得ることを明らかにしている。したがっ

て，期待消費者余剰が不確実性下での適切な貨幣測度であるとする根拠

は，かなり曖昧である。さらにいえば，上述の条件付き補償変分は，こ

こでのモデルでは，図一1の支払意志額の軌跡上にあることも保証され

ていない。なぜなら，CWが家計から取り去られる（あるいは与えられ

る）ことがわかっていれば，それに合わせて家計は1期の私的財の消費

量を調整し，κ1での消費以上の期待効用を得ることができるからである。

つまり，期待消費者余剰測度は，支払意志額の軌跡上から貨幣測度を選

ぶという問題からもはずれることになる。結論として，不確実性下の貨

幣測度として，期待消費者余剰測度を利用することは，あまり勧められ

ない。

④状態安定化補償変分の期待値

　最後に，以上の3つの貨幣測度とは異なるGraham（1981）のcer－
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tainty　pointの期待値ECPを簡単に紹介する。期待消費者余剰の項で

述べたのと同じ理由により，ここでも議論を2期に関するもので代表す

る。さてこの測度は，2期を対象にする場合，その状態安定化補償変分

CPfを用いると，次のように定義される。

　　ECP毫E［CPゴ］，

ここでCPfは

　　〃。＝max［勿（瓢gl）＋ρ0，（四一ρ％伽、　L（：P’，ρ∴ρ1、f，ω，九の］，

　　　　κ
　　　　all’

を満たす。

　すなわちCPfは，時点1でいかなる状態が成立しようとも，期待効用

水準を初期期待効用水準にとどめるように，家計に支払ったり補償した

りする貨幣額であり，ECPとはその期待値である。　CPfは別の見方をす

れば，2期の不確実な状態を∫という特定の状態に状態を安定化させる

ことに対して支払われる補償変分である。期待消費者余剰のところで用

いた変形を上の式に適用することで，

　　ol一む。≦ρE［（∂θ2（ξう／∂y）（CP）］

　　　　　＝ρ｛E［（∂z22（ξう／∂ツ）×ECP十COV［∂η2（ξり／∂弘CPり｝

が得られる。ただし，イェンゼンの不等式により

　　η1＝max［24（酋　（11）十ρE［％（y一ρκ十ω1∫，1）評，（711f，　Z〃，1），（71）］］

　　　　エ
　　　≦E｛max［π（κ，（～1）十ρZ／2（y一ρ％十Zσ1ゴ，ρ1ゴ，（111f，　Zσ，ρ，σ1）］｝

　　　　　　κ

が成立することを利用している。

　この式から，ECPもまた，不確実性下の貨幣測度として適切ではな

いことがわかる。ただし，本論文の想定では，環境資産が変化しないと

きの状態安定化補償変分CP♂

　　ηo＝max［π（％go）十ρθ2（夕一ρκ十ωl　LCP♂，ρ1ご，σ01f，ω，ρ，σo）］

を用いて，その期待値ECPoをECPIから引いたもの（修正ECPと呼
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ぶ）は，期待効用変化の符号保存的測度である。なぜなら，ここでの環

境サービスの変化，σo～〈σ1ノ，a1以彦に対して，　CP♂＞CP『，　alHであ

ることは明らかだからである。最後に，修正ECPが，オプション価格

や修正Graham価格と同様，図一1の2つの支払意志額の軌跡の特定

の点と関係していることも，容易に確認できる。

4．評価手法

　前節では，不確実性下での適切な貨幣測度について考察した。次の問

題は，適切な貨幣測度の中から，環境資産の価値の計測のために，どの

測度を用いるべきかである。ここでは，先に示したJohansson（1987，

第11章）の見解にしたがって，複数の（あるいは無数に存在する）貨幣

測度の優劣を理論的に検討するのではなく，実際にどの測度が計測可能

なのかという問題として，考察したい。

　今日利用可能な主たる価値評価手法としては，CVM，　Hicks中立性

アプローチ，弱補完性アプローチ，ヘドニック法がある。このうち

CVMは，支払意志額（オプション価格，状態安定化補償変分）やその

軌跡（フェア・ベットを算出するため）を家計に直接尋ねるものであり，

問題はその質問票をいかに作成するかということになる。これに対して

他の3手法は，市場で観察されたデータから機械的に価値を計測する。

興味深いのは，この機械的に算出される価値に関する考察であろうと考

えられる。したがって，ここでは市場データを用いるこれら3手法を論

じることにし，CVMに関しては次の点を指摘するにとどめる。すなわ

ち，CVMで条件付き請求権市場の開設をともなうような質問票を用い

るとき，単に環境資産の変化した後の条件付き支払意志額を尋ねるだけ

では不十分で，環境資産が変化しない状況での条件付き支払意志額もま
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た，尋ねる必要があるということである。その理由は，前節で明らかと

なったように，Graham価格及びECPは期待効用変化の符号保存的測

度ではないことによる。実際には条件付き請求権市場が決して開設され

ない状況で，もしこれらの貨幣尺度を用いたいならば，修正Graham

価格，修正ECPを利用すべきである。

　以下の検討に先だって，市場データを用いる手法が，前節で検討した

どの測度と関係しているかを述べておく。市場データを用いることは，

現実の市場，あるいは社会を前提としていることを意味する。現実の社

会では，環境サービスに対する条件付き請求権市場は，通常，開設され

ていない。したがって，これらの手法は，Graham価格やECPとは基

本的に無関係であり，オプション価格か期待消費者余剰と関係している

ことがわかる。

①Hicks中立性アプローチ

　はじめに家計の期待効用最大化問題を次の形式で表す。

　　θ（第ω，ρ，φ＝maxπ（茂φ＋ρω1（Sl，ω，ρ，φ，

　　　　　　　　　κ，8ユ

　　　　　　　　　subj　ect　to　　二y一ρκ一s1≧0．

ここでω、はω1…≡E［砿（Sl十ω1～ρ1～（11～卿，1），（1）］である。

　次にこの問題の双対問題である支出最小化問題は，上の問題で得られ

る期待効用水準をθとして，

　　min　μ十S1，
　　κ，sl

　　subject　to　％（拘φ十ρω1台1，ω，ρ，9）≧θ

で表される。

　この問題から得られる最小支出をθで表し，支出関数θ（ω，ρ，α，の

を定義する。ここで一∂6／∂gが限界オプション価格を表していること

は，オプション価格の定義から確認できる。環境資産の変化zo→glに

　20
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対する環境サービスの変化プ→σ1の経路を6とすれば，この変化に対

するオプション価格OPが，

　　・P一一～・・／・・吻

で表される。さらにもし，θがσに関して2回連続微分可能ならば，

OPの値はgoとglを結ぶ経路に対して独立である（経路独立性条件に

ついてはJohansson　1987，第3章補論を参照のこと）。ただし，以下で

は本節を通じて，議論をσの限界的な変化に限定する。離散的な変化

に対する貨幣測度を計測する場合，静学的な枠組みですら，Hicks中

立性アプローチとヘドニック法は，さらなる留意点や追加的な仮定を必

要とする。紙数の都合上，これらの点にまで言及することはここでは控

える。

　さて，上の二つの最適化問題の解が内省解であり，陰関数定理が適用

できれば，微分可能な（通常の）需要関数κ（第2〃，ρ，g），Sl（y，2〃，ρ，　g）

と補償需要関数κc＠，ρ，g，の，∫1c（ω，ρ，σ，のがそれぞれ得られる。こ

こで需要関数と補償：需要関数の間には，最大化問題と最小化問題の特質

から，

　　κ∫c（z〃，ρ，（7，zノ）＝κε（θ（z〃，ρ，σ，　zノ），　zo，ρ，α），　ゴ＝1，　2．．．．，η，

　　SIC（卿，ρ，σ，の＝S1（θ伽，ρ，9，の，　Z〃，ρ，φ

が成立していることに注意しておく。

　以上の準備の下で，Hicks中立性アプローチを考察する。この方法

は，Neil（1988）が確立したものであり，その後Larson（1992）がより

詳細な検討を行っている。ここでHicks中立性とは，ある環境サービ

スαメこ対して第’財の補償需要関数が∂冤‘c／∂g戸0を満たすことを意味

する。もし，∂κご。／∂の＞0ならば第ゴ財は第ノ環境サービスに対して

Hicks補完的であり，∂冤ゴ。／∂g，＜oならば，　Hicks代替的である。

　いま，上で示した需要関数と補償需要関数の等式をので微分すれば，
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　　∂陽。／∂の＝∂簸／∂の＋（∂％／∂y）（∂6／∂の．

したがって，

　　一∂6／∂9ブニ（∂％ノ∂αダ∂％C／∂の／（∂κノ∂y）

を得る。もし，第’財がαゴに対してHicks中立的ならば，

　　一∂θ／∂α5＝（∂％ノ∂αゴ）／（∂％／∂y）．

つまり，のの変化に対する限界オプション価格は，観察可能な需要関数

ののとyに関する偏微分係数の比によって正確に表される。もし，扇ぎ

財がHicks補完的ならば，

　　一∂ε／∂αゴ〉（∂冤ノ∂9ゴ）／（∂％ご／∂y）

であり，Hicks代替的ならば，

　　一∂e／∂qゴ＜（∂Xf／∂qゴ・）／（∂Xf／∂y）

である。これらのケースでは，その比は限界オプション価格の下限，あ

るいは上限を表している。

　以上の結果から，Hicks中立性アプローチが不確実性下においても，

限界オプション価格の計測のために，修正なしに用いられることがわか

る。

②弱補完性アプローチ

　弱補完性アプローチは，M互ler（1974）とBradford　and　Hildebrandt

（1977）によってそれぞれ独立に確立された評価手法である。この手法

では，考察する環境サービスg（スカラー。ここでは他の環境サービス

を考察しない）とある私的財（ここでは第η番目の財κ。とする）の間

に次の二つの関係が成立することが前提となる。すなわち，

4．1　非本質性：任意の価格ベクトルの下でκ。の価格ρ。が上昇すると

　　　き，その補償需要量物。が0となる価格がく。。が存在する。
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．4．2　弱補完性：もしκ＝0ならば，期間効用はσの供給量の影響を

　　　受けない。すなわち，

　　∂％／∂9「κ。．。＝0．

　この仮定の下で，弱補完性アプローチは，環境サービスの限界価値を，

　　∂［∫跳犀刺／∂・

で表せることを主張する（ここでρ。＊は第η財の現在の価格を示してい

る）。もし，モデルが2期以降の期待効用を無視した静学モデルならば，

上式の値は，正確に家計の限界支払意志額を表す。しかし，ここでのモ

デルでは，この結果は修正されねばならない。

　Hicks中立性アプローチのところで用いた支出関数をρ。で偏微分す

ると，

　　∂¢／∂ゆ。＝κ。c一μρ∂ω1／∂ゆ。

を得る。ここでμはラグランジュ乗数であり，支出最小化問題の最適

解の1階の条件により，μρ＝（∂ω1／∂s、）一1を満たしている。2期以降

に得られる期待効用ω1を一定に保つ繰越資産額を調整所得と呼びs1’で

表せば，

　　4ω1＝（∂ω1／∂Sl）4Sl戸＋（∂ω1／∂ρ。）吻。＝0．

したがって，

　　μρ∂ω1／∂カη＝（∂ω1／∂S1）一1（∂ω1／εゆη）＝一廊1’／砂．

である。これより，

　　　∂［∫ル本塁］／∂・

二：／離∴鵬］／の

もし，第η財の価格ρ。が十分に大きければ，非本質性と弱補完性の仮

定により，支出関数の値も調整所得の値もσの変化に対して不変であ
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る。

このことに気付けば，

　　・［ll。．・副／・・一一・・（ρ・・，・）／・・＋…（蜘）／・・

が得られる。すでに見たように，右辺第1項は，環境サービスの変化に

対する限界オプション価格を表している。したがって，弱補完性アプロ

ーチは，調整所得Sl’のσに対する変化分だけ，環境サービスの価値を

評価し損なっていることになる。

　この結果に関する留意事項として，次の3点を指摘しておく。第1に，

もし現時点での価格ρ。＊が，第％財に関する将来の価格に影響を及ぼさ

ないと家計が予想しているならば，∂ω1／∂ゆ。＝0であり，調整所得の項

は消去される。同様に2期以降の環境サービスの供給量が，現在の環境

サービスの供給量によっては変化しないと家計が予想しているならば，

調整所得の項は消去される。これらのケースでは，弱補完性アプローチ

はオプション価格を評価するための正確な評価手法である。

　第2に，∂Sl’／∂g〈0なので，この方法は，弱補完性の仮定が成立し

ても，限界オプション価格を過小評価することになる。このことは，こ

の方法によって得ちれた貨幣測度が，期待消費者余剰と無関係であるこ

とを意味している。なぜなら，（限界）期待消費者余剰は，（限界）オプ

ション価格よりも大きくなることも小さくなることもあり得ることが知

られているからである（Chavasθ’厩1986，　Johansson　1987第10章，

Maler　1989他）。

　第3に，調整所得s、グは，第2期に繰り越す貨幣量に関する補償需要

SICとは必ずしも同じではない。前者は，ω、を一定に保つものであり，

後者は〃＝κ＋ρω1を一定に保つものである。したがって，1期の消費

者余剰の左側の面積∫訴伽・に関する偏導関数掬の変化によ

る1期の限界効用変化に対する貨幣評価額を表しているという解釈はで
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きない。なぜなら，1期の限界効用変化の貨幣評価額は

　　一∂ρ％C／∂9＝一∂ε／∂9＋∂SIC／∂9

と表され，∂s、’／∂σ＝∂Slc／∂gである保証はないからである。このこと

は，たとえ第η財の補償需要関数が将来にわたって一定であるとして

も，その偏導関数の値がフロー・ベースの限界オプション価格を表して

いると見なすには慎重さを要することを示唆する。

③ヘドニック法

　ヘドニック法の理論的基礎は，Rosen（1974）によって確立された。

環境経済学において通常行われるその適用は，宅地価格や住居価格をそ

の属性に回帰させて，対応する偏微分係数を属性の限界価値と見なすと

いうものである。

　このようなヘドニック法の適用に関する理論的検討は，Scotchmer

（1985）が厳密に行っている。彼女は交換経済モデルを用いて，非常に

緩やかな仮定の下で，均衡宅地価格が存在することを証明し，その偏微

分係数が限界支払意志額と一致することを示した。ただし，彼女のモデ

ルは決定論的弓学的モデルである。したがって，本論文のモデルにおい

て，ヘドニック価格式の偏微分係数が何を意味するかを検討する必要が

ある。

　以下では，（一時）均衡宅地価格の存在を前提として，この点を考察

する。なお，ヘドニック法に対する痛烈な批判はMaler（1977）にあ

るが，以下で得られる結果は，ヘドニック法に対する新たな留意事項を

つけ加えるものである。

　環境経済学で用いられるヘドニック法において，家計は住居を選択す

ることによって，環境サービスの供給量を選択できる。すなわち，その

環境サービスは住居の属性とみなされる。これは，環境サービスが外生
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的に供給されるというこれまでの想定とは異なるものである。ここでは，

このようなタイプの環境サービスをアメニティと呼び，ベクトル。で

表す。

　次に表現を簡略化するために，1期に購入される私的財を，宅地箱

（これまでのκの中の第1私的財）とその他の私的財からなる合成財〃z

に統合する。アメニティ及びこれらの変数として表される期間効用関数

をψ（筋，α，〃のとすると，これまでの期間効用関数との関係は，

　　ψ（筋，α，〃z）＝max　％（κ1（α），物，穐，＿，κ。，α）
　　　　　　　　κ2，κ3，・・．，λfπ

　　　　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　subject　to　〃z一Σρゴκぽ≧0
　　　　　　　　　　　　　　　　　ご＝2
である（ここでは，居住地選択によって変化しない環境サービスの表記

は省略する。また，宅地面積κ1は分割可能であることを想定している）。

なお，これまでの仮定に加えて，このψが筋に関して飽和点を持つこ

とを仮定し，2期以降に得られる期待効用を無視すれば，Scotchmer

（1985）が用いた効用関数が得られる。

　さて，ヘドニック法では宅地価格（地代）が市場均衡の結果，得られ

ることを想定する。社会に存在するアメニティの種類は有限でκ個あ

るとし，々タイプのアメニティをがで表す。また，宅地面積とアメニ

ティの組（κ1，αりを要素とする購入可能な宅地の集合をAで表す。

　次にAなる宅地の資源制約の下で形成される均衡宅地価格をρ（κ、，

α）で表す。均衡状態でぬタイプの家計が選択している宅地を（κ乃1，

αりとし，その期待効用水準をがとすれば，次の不等式が成立する。

　　〆＝ψ（κゐ1，α晦，〃zり＋ρω1（∫ん、，ω，ρ（ノ1）ノ、4）

　　　≧ψ（κ1，α，〃Z）＋ρω1（S、，ω，ρ（A）ノA）

　　　　　for　any（κ1，α，〃z，∫1）　such　that　y一ρ（κ1，α）一吻一s、≧0．

もし，予算制約を満たすある（κ1，α）で不等式’＜。が成立すれば，家

計はその宅地を購入しようとし，したがって社会は均衡状態にはないこ
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とになる。一方，すべての傷，ので厳密な不等式“〉“が成立すれば

均衡期待効用♂が実現できないことになる。

　なお，ω、の変数ρ（五）は，2期以降に得られる期待効用が，現在の

宅地価格に基づいて予想される将来の宅地価格によって影響を受けるこ

とを示している。同時に，ω1には期間所得ωが変数に含まれている。

もし，乃タイプの家計がある宅地を所有しているならば，期間所得には

地代収入が含まれる。したがって，2期以降に得られる期待効用は卿

への影響を通じても，ρ（孟）によって変化する。ただし，以下では，現

在形成されている均衡宅地価格に基づく将来の所得と価格の予想は，ア

メニティの微小な変化に対して影響を受けないことを仮定し，期待効用

関数ω1をω、＝ω、（Sl，、4）と省略して表すことにする。その理由は，こ

の想定を変えると問題が極めて複雑となるためである。

　次に乃家計の付け値関数を導入する。付け値とは，所与の期待効用

水準を維持するために，ある宅地に対して家計が支払ってもよいと考え

る最大の貨幣額のことである。

　．4の閉包cL4を定義域として，付け値関数ろ九仏，α；〆，鮎・4）は，

　　∂海（κ、，α；θ海，y，A）＝max　y一通一S、，

　　　　　　　　　　　　㎜，51

　　　　　　　　　　　　subject　to　ψ（κ1，6Z，〃3）＋ρω1（∫1，ノ1）≧〆

で定義される。

　任意の乃家計について，均衡状態では，

　　ρ（κbα）≧ゲ（κ1，α∫〆，第五），any（筋，α）∈A

が成立している。なぜなら，ある（κ’1，α’）でρ〈ゲならば，この宅地

を選択することでぬ家計は〆より大きな期待効用を得ることになり，

がが均衡状態における期待効用水準であることと矛盾する。一方，す

べての（κ、，α）∈孟で，ρ〉ゲならば，家計は〆を実現することができ

ない。
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　次に均衡人口配置（κん1，αりを考える。このとき乃家計はρ（κへ，αり

を支払って期待効用〆を実現しているから，付け値関数の定義により，

〃（κぬ1，2り≧ρ（κん1，θりである。一方，上の考察からゐん（〆1，σり≦ρ

（κへ，αりであり，したがって，ρ（κぬ、，αり＝ゲ（κゐ、，αりを得る。

　以上の準備により，ヘドニック価格式が得られる。ヘドニック価格式

HP（κbα）とはcL4を定義域とし，均衡人口配置の各点で

　　HP（κゐ、，α々）＝ρ（κゐ1，α々）＝δh（κん、，α々）

を満たし，かつ，任意の乃∈瓦（κ、，の∈cL4でEP≧ゲを満たす（κ1，

α）の関数である。図一2には，ヘドニック価格式と家計の付け値関数

の関係が図示されている。

　もし，HPとゲがともに（κhl，αりで微分可能ならば，

　　∂HP（κ㌧αり／∂が＝∂ゲ（κ㌧α々）／∂αぬ

が成立する。ここで，琉はがなる属性を持つ宅地の面積であり，

　　κゐ1＝arg　maxうん（κ1，♂）

　　　　　　　x1

を満たしている。したがって，∂ゲ（κん1，αり／∂冤1＝0であり，

　　4ゲ（κねDαり／4α産＝∂6ん（κ㌧αゐ）／∂α；∂紐）（κゐ1，αり／∂が

が得られる。通常のヘドニック法では，この偏微分係数をもって，その

宅地に居住する家計の限界支払意志額とみなす。さらにがタイプの宅

地代／付け値
競争均衡地代（ヘドニック価格）→

家計の付け値→

i宅地醐

；←家計が選択する宅地

あるアメニティの量
0

図一2　均衡地代と家計の付け値曲線

28



　　　　　　　　　　　　　　　　　不確実性下の環境資産の価値と評価手法

地に居住するすべての家計について偏微分係数を集計することで，この

タイプの宅地における環境サービスの変化の集計限界支払意志額とする。

　ここで，∂ゲ（璃，αり／∂〆が何を表しているかを検討すると，

　　　∂ゲ（κん1，が）／∂α々

　　＝μ［∂ψh／∂α々十ρ（∂ω1（Sl，／1）／∂αり］

である。ここでμは付け値関数の制約条件に対するラグランジュ乗数

を示す。また，上の式の右辺［・］の第1項は1期の効用変化を表し，

第2項は2期以降に得られる期待効用の変化を表す。μはそれを期待効

用単位から貨幣単位に変換するための乗数である。

　上で得られた等式は，ヘドニック法が現在〆タイプの宅地に居住す

る家計の1期の効用変化だけではなく，将来の期待効用変化をも考慮し

たものとなっていることを示している。したがって，ここで得られる限

界支払意志額は，この家計の限界オプション価格を表している。しかし，

問題は現在がタイプの宅地に居住しない家計，例えば♂に居住する家

計についても，∂ω、／∂α々は正，あるいは負の値をとる可能性があること

である。このことは，家計が将来の状態によっては，がタイプの宅地に

引っ越すことを計画している場合に生じる。

　したがって，ここでの考察から得られる結論は，仮にヘドニック法が，

その宅地に現在居住している家計の限界オプション価格を正確に計測す

るものであったとしても，集計の段階において将来その宅地に居住する

かもしれない家計の限界オプション価格を計測できない，ということで

ある。

　もう一つ注意すべき点は，ここでの宅地価格は，単位期間当たり地代

を意味するという意味でフロー・ベースであるのに対して，ヘドニック

価格の偏微分係数は限界オプション価格と解釈されることである。それ

は，事前一括支払意志額であり，アメニティ変化に対して事前に一度だ
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け徴収（あるいは補償）されるものである。つまり，それはストック・

ベースの支払意志額を表している。ヘドニック価格式の偏微分係数が将

来にわたって一定であると仮定でき，しかもすべての家計は考察されて

いる宅地に1期間だけ居住すると想定できる場合を除けば，その偏微分

係数をフロー・ベースの支払意志額と見なすことはできない。この点を

気付かずに，ストック・ベースに変換しようとして，偏微分係数を何ら

かの割引率γで除するとすれば，それはρ（∂ω、（S、，、4）／∂αり／γだけ，

限界支払意志額を余分に評価することになる。

　以上，本節では3つの価値評価手法を検討した。ここで明らかとなっ

たことは，Hicks中立性アプローチは修正なしで不確実性下の動学的

設定の下で用いることができるが，弱補完性アプローチとヘドニック法

に関しては，その適用にはいくつかの留意点が存在するということであ

る。
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